
吸収合併に係る事前開示書面 

【吸収合併存続会社】 

2020 年 ９ 月 ２９ 日  

横浜ゴム株式会社 

 代表取締役社⻑ 山石 昌孝 

 

 当社は、当社を吸収合併存続会社、浜ゴム不動産株式会社を吸収合併消滅会社とする吸収

合併（効力発生日： 2020 年 10 月３０ 日）（以下「本合併」といいます。）に関して、会

社法 794 条 1 項及び会社法施行規則 191 条に基づき、下記のとおり開示いたします。  

記  

 

１．吸収合併契約の内容（会社法 794 条 1 項） 

 添付(1)の合併契約書のとおりです。  

 

２．合併対価の相当性に関する事項（会社法施行規則 191 条 1 号） 

 完全親子会社間の合併であるため、合併対価の交付はありません。 

 

３．新株予約権の対価の定めの相当性に関する事項（同規則 191 条 2 号） 

 該当事項はありません。 

 

 ４．吸収合併消滅会社に関する事項（同規則 191 条 3 号） 

 （1）最終事業年度に係る計算書類等の内容（同号イ） 最終事業年度に係る吸収合併消滅

会社である浜ゴム不動産株式会社の計算書類等は、添付(2)のとおりで あります。 

 （2）最終事業年度の末日後の日を臨時決算日とする臨時計算書類等の内容（同号ロ） 

 該当事項はありません。  

（3）最終事業年度の末日後に生じた、重要な財産の処分、重大な債務の負担その他の会社

財産の状況に 重要な影響を与える事象の内容（同号ハ） 

 該当事項はありません。 

 

５．吸収合併存続会社に関する事項（同規則 191 条 5 号） 

該当事項はありません。 

 

６．合併の効力発生日以後における吸収合併存続会社の債務の履行の見込みに関する事

項（同規則 191 条 6 号） 今後、本合併の効力発生日までに予測される当社及び浜

ゴム不動産株式会社の資産及び負債の額の変動を考慮しても、本合併の効力発生日以

後における当社の資産の額は、負債の額を十分に上回ることが見込まれます。加えて、



本合併の効力発生日以後、当社が負担する債務の履行に支障を来すような事態 は現

在のところ想定されておりません。 以上により、本合併の効力発生日以後において

も、当社が負担する債務につき履行の見込みはあると判断しております。 

 

 ７．事前開示開始日後効力発生日までの間に上記各事項に変更が生じた場合（同規則 

191 条 7 号） 事前開示開始日後効力発生日までの間に上記各事項に変更が生じた

場合には、当該変更後の事項を直ちに開示いたします。 

 

 【添付書類】 

 （1）合併契約書 

 （2）最終事業年度に係る浜ゴム不動産株式会社の計算書類等（2019 年 12 月期） 

 以 上 
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